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料金以外の見直し内容について 

 

 

当社は、2023 年６月１日付で低圧自由料金のご契約条件を見直します。このうち、

料金以外の見直し内容は以下のとおりです。 

 

■ 蓄電池に係る規定の追加 

電気事業法において、これまでは発電設備、変電設備、需要設備等を構成する設

備の一つとされてきた蓄電池の取り扱いが、蓄電池単独で設置されることも念頭

に置いた規定に見直されたことを受け、必要な見直しを行います。 

 

■ 関係法令の改正に伴う見直し 

工業標準化法の改正を受け、必要な見直しを行います。 

 

■ その他規定上の文意の明確化 

実質的に契約条件は変更とはならないものの、規定上の文意の明確化のために

必要な見直しを行います。 

 

 

以    上 


